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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月7日(2012.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブラソカトレア・マーセラ・コス(Brassocattleya marcella Koss)品種のランの少なく
とも一部を、極性溶媒または極性溶媒の混合物により抽出することによって得られる、ラ
ン抽出物。
【請求項２】
　ランの抽出される部分が、ランの茎、葉、および、茎と葉との混合物から選択される、
請求項１に記載の抽出物。
【請求項３】
　極性溶媒が、水、エタノールのようなＣ１－Ｃ４アルコール、エチレングリコール、グ
リセロール、ブチレングリコールおよびプロピレングリコールのようなグリコール類、お
よび、それらの混合物から選択される、請求項１または２に記載の抽出物。
【請求項４】
　極性溶媒が、水－アルコール混合物、好ましくは水－エタノール混合物、好ましくは５
０／５０（ｖ／ｖ）の比の水－エタノール混合物である、請求項３に記載の抽出物。
【請求項５】
　活性薬剤として、請求項１～４のいずれか一項に記載の抽出物と、少なくとも１種類の
化粧上許容可能な賦形剤とを含んでなる、化粧組成物。
【請求項６】
　抽出物が、組成物の０．００１～５重量％、好ましくは組成物の０．１～１重量％の範
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囲の比率で含まれる、請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
　ボルジンまたは化粧上許容可能なその誘導体、特にジアセチルボルジンから選択される
、少なくとも１種類の他の活性薬剤をさらに含む、請求項５または６に記載の組成物。
【請求項８】
　化粧組成物または化粧組成物の調製における、活性な皮膚脱色素剤としての、請求項１
～４のいずれか一項に記載の抽出物の使用。
【請求項９】
　抽出物が請求項５～７のいずれか一項に記載の化粧組成物に組込まれている、請求項８
に記載の使用。
【請求項１０】
　化粧組成物が、皮膚の色素斑点または色素過剰となった部分、特に様々な皮膚のしみな
どの部分の着色を修正しまたは弱め、白斑（leukoderma）によって生じた脱色素部分の端
を弱め、または上記皮膚着色の均質性を向上させ、または肌色を明るくすることを目的と
するものである、請求項８または９に記載の使用。
【請求項１１】
　身体または顔の皮膚の少なくとも１箇所の色素過剰となった部分に、請求項５～７のい
ずれか一項に記載の少なくとも１種類の化粧組成物の有効量を適用して、皮膚の色素斑点
または色素過剰となった部分の着色を修正しまたは弱め、白斑（leukoderma）によって生
じた脱色素部分の端を弱め、または上記皮膚部分の色素沈着を均質化しまたは肌色を明る
くすることを含んでなる、化粧ケアの方法。
【請求項１２】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の抽出物からなる、活性な皮膚脱色素剤。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の活性な皮膚脱色素剤を含んでなる、請求項５～７のいずれか一項に
記載の化粧組成物。
【請求項１４】
　皮膚の色素斑点または色素過剰となった部分、特に様々な皮膚のしみなどの部分の着色
を修正しまたは弱め、白斑（leukoderma）によって生じた脱色素部分の端を弱め、または
上記皮膚着色の均質性を向上させ、または肌色を明るくすることを目的とする、請求項１
３に記載の化粧組成物。
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